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〔特 別 掲 載〕

（東女医大誌 第30巻第12号頁2863－2876昭禾035年12月）

地方無学都市における措置入院患者，

特に覚醒剤中毒入院患者の精神医学的考察

東京女子医科大学精神神経科学教室（主任 千谷七郎教授）

滝  沢
タキ    ザワ

テ ノ〉

（受付昭和35年10月28日）

         緒   言

 老察対象となった患者は栃木県指定精神病院宇都宮市

滝沢病院の昭和25年度から昭和34年度までの入院患者で

ある。栃木県には昭和34年8月に県立精神病院が開設さ

れるまでは，県指定病院としては，宇都宮市内滝沢病院

を含めてほぼ同規格の3病院があるのみであった。

 さてわが国では昭和25年5月精神衛生法によって，

「その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及

ぼすおそれがあると認められた者」のいわゆる措置入院

の処置が講ぜられ，それらは都道府県の設置した精神病

院又は指定病院に収容することとなった。次いで，其の

頃漸く蔓延を来たして弊害の甚大となりつつあった覚醒

剤中毒者に対しても昭和29年6月精神衛生法が適用され

るに至ったことは周知のところである。

 そこで精神衛生法施行以来の措置入院患者の概況，特

にその確認経過の実態については今日まで精密な報告を

欠くので，それら患者の入院年次，性別，年令，病類別

の実態，措置入院までの処置並びに期間，在院期間，並

びに予後及び退院後の確認経過を調査し，その所見に基

づいて多少の考察を試みることにする。なお覚醒剤中毒

は当時の一大社会問題となったところであり，幾多の報

告がなされたところであるが1），殆ど終濾を見た今日そ

の確認経過に関する報告を見ないので，非措置入院の中

毒と併せて比較老察することにする。

 1・ 措置入院患者の病類，年次，性別による概況

 第1表に示す通りであるが，この数値には二，三の注意

を要する。各年次別措置入院患者数そのものは措置入院

を必要とする患者数の存在をそのまま示すものでないと

いうことである。その第一の理由は措置入院患者は各年

次の県予算の枠を出ることが出来ない実情であったから

である。県予算は県内として25年20人，27年55人と漸次

予算増加を講じられつつ，34年にやっと177人分となっ

ている。昭和25年の措置入院患老4人というのはそのた

めである。次ぎに収容する病院側の特殊事情によるもの

としては，昭和26年の0，27年の4人，33年の5人とい

う数である。それと似た事情であるが，昭和34年には県

立精神病院が開設されて，指定病院側の措置入院が減少

しているが，恐らくこれは一時的現象で終るであろう。

昭和29年の34人という激増は，前述の如く覚醒剤中毒に

衛生法が適用され，かつ県予算も前年に比して倍増して

いる事情によるものであろう。昭和28年の覚醒剤中毒の

2人の措置入院は中毒としての措置入院ではなくて，精

神障害老一般として措置入院させられ，後に病名変更を

見たものである。こSで覚醒剤中毒に関して注意を要す

ることは，覚醒剤中毒の非措置，即ち家族その他或は本

人の自由意志による入院は既に昭和26年から始まり，逐

次11，20，20と及んで措置入院患者数を遥かに凌｛して

いることであり，かつ両老共に精神衛生法の適用された

29年目以って僅か1力年で殆ど終濾していることであ

る。この分野では社会的処置として強力な法律が如何に

有効に作用するかをよく示している。

昭和25年より34年に至る10年間の措置入院患者総数は

男84，女42，計126で，その間の入院患老総数2591（男

157G，女1021）の約5％弱に該当する。男女比は措置入

院では女は男の約半数であるに対し，非措置患者では

約2／3で，措置入院では男が圧倒的に多数である。それ

は措置入院となる理由の一半が「他人に害を及ぼすおそ

れがある」というのであるから自然の成り行きでもあろ
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第1表 病類，年次，性別
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 病類別では精神分裂病が全体の37．7％で圧倒的に多

く，覚醒剤中毒がこれに次ぐが，これは法律処置の乏しか

つた一時的な特殊事態と見るべきであろう。躁うつ病で

は躁情態15，うっ情態2というのは措置入院という条件

の然らしめるところであろう。障害の種類2）を内因性，

器質性，中毒性，異常の群別に見るときは，内因性精神

障害群が543％で圧倒的多数を占め，以下1＆1％，16， 6

％，11％の割合である。

 2措置患者の入院時年令分布

 5才毎の年令区分による入院時年令分布は第2表の通
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 第1図 性別入院時年令分布
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第2図措置覚醒剤中毒の入院時年令分布
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第3三訂措置覚醒剤中毒の入院時年令分布

第2表 性別入院蒔年令分布
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りで，第1－3図はこれのヒストグラムである。これ

らで示される分布或は分布図の示す曲線の形は大体にお

いて従来から知られている精神分裂病の発病年令分布に

似ている3）。それは20～24才にif 一クがあって，それま

では急激に上昇し，以後やや緩徐な下降を示すものであ

る。それは措置入院患者の約1／3強が精神分裂病で占め

られているので当然の結果と思われる。唯二つの点でこ

の措置入院患老の年令分布には特異点がある。そのrつ

は既述の如く男子患老が女子患者の約2倍にも当るため

から生ずる男女差が特に青壮年期においてよく示されて
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いることであり，その第二は20～29才のピークが高過ぎ

ることであるが，それは覚醒剤中毒という一時的な特異

事情の然らしめたところとして明らかであろう。殊にこ

の中毒においては男女比は18対1であることと併せ老え

ればこの曲線の特異さも一層了解されると思う。

 因みに覚醒剤中毒患老だけの入院年令分布を措置と非

措置とに分けて見るとき興味ある所見が示される（第2

表，第2，3図）。すなわち措置患老では大多数（16／1g）

が20～29才であるのに対し，非措置患老では大多数

（39／55）が15～24才であることである。つまり非措置患

老の入院時年令は措置患老のそれより5年若いというこ

とである。このことは覚醒剤常用開始の年令における差

は老え難いので，やはり入院処置を早期に施し得る家庭

其の他の環境条件の相埠に求めなければならないと思わ

れるし，かつ覚醒剤中毒に対する精神衛生法適用の時期

が遅れれば，それだけ措置入院患者の入院時年令は遅れ

たであろうことが十分に老えられる。また逆に35才以後

の入院は措置患老に見られず，非措置にのみ散発してい

ることも注意を引くところである。これらは覚一三嚴用

欄三時いずれも30才を過ぎており，遊び人，或は土方の

組頭などで，その仲間のかなり顔役になり，経済的にも

独自の立揚で，不自由が比較的少なくそれだけに動機と

しては単に他からの勧誘，好奇心，流行に従ったという

よりは異常性格的要素の方が優勢であったことが知られ

た。ともかくこの種のものは措置患者には見出されなか

ったのである。

 5．措置入院となった理由

 単に精神障害者と認められたというのみでは措置入院

の理由とならないことは条文からも明らかなところであ

る。従ってその理由としては条文に規定されている範囲

に限られるのは当然であるが，措琶入院となった具体

的理由或は切つ掛けに公けて病類毎に見ると，第3表の

如くである。こSに挙げた数値は同一患老で粗暴行為と

他傷害，或は脅迫行為，放火と脅追行為などと重なって

第3表措置入院となった理由
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いるものがかなり含まれて来る上に，項目の挙げ方も一

義的には行われないので，大体の傾向を知る手懸りまで

のものとしなければならない。措置入院患者総数126人

で，措置となった理由177件のうち，粗暴行為71，放火

もしくは失火の危険を併せると，これに次いで33，以下

他傷害，脅迫，強要等々となる。これらのうち粗暴行為

其の他は男性側に偏しているのに対し，放火，失火の危

険，自傷害，放浪の項目は女性側に甚だ高率に出現して

いる（男女別患者の割合を考慮して）のは男女の性格差

として大体理解されるが，放火例については多少対質を

要するであろう。

 まず精神分裂病患老の放火の動機を見る。その第1例

19才の男は草に毒が撒かれているという妄覚をもつて，

それ迄も山に枯草を集めて焼いたことが2回あったが，

遂に枯草をいれていた物置きに放火した。第2例の19才

の男は或る殺人事件の犯人なりと自称し，その証拠に血

のついたシャツが自宅の箪笥にいれてあると述べたの

で，係官が調べに行った時，立会つた母親は箪笥に手を

かけた時ショック死した。患老の自称する証拠品は見当

らなかったが，その後自宅に放火し，全焼せしめた。こ

の患老には幻聴，独語があり，覚醒剤中毒の弟に対し迫

害妄想を懐いていたが，放火の直接の動機は聞き出せな

かった。この患老は措置入院後経過がよくて仮退院した

が，仮退院後3ヵ回して父親を殺害した。第3例28才の

男は婿養子に行き，その婚礼の夜から異常に気づかれて

離縁となった。やがて分家して家を建ててもらって移っ

たとき，その家に放火して全焼せしめた。追害妄想をも

つていて，新築の家の中から恐怖が発生するものと老え

たようである。第4例37才の女は自宅に放火して母屋を

全焼せしめ，焼けるのを庭で眺めていたという。彼女は

夫に対する嫉妬妄想を懐き，誰か女性が来ると鎌や錠を

持って追っかけたということである。第5例31才の女は

幻聴をもつ精神分裂病である。かつて患者の部屋から火

を出して全焼せしめた事があるが，第2回目は自分が破

った障子とふすまを家人が何時までも繕ろわないで放置

しているのが気にくわないといって放火した。

 真性てんかんの女性患者は既に性情変fヒ（WeSensan－

derung）を生じて意地悪，他人の困るのを見て喜ぶ様

子が見えていたのであるが，火事だといって物を外に投

げ出すなどの行為があったものである。移る日先祖の位

牌を座布団の上に置いて，これに火をつけた。いやがら

せの悪質の悪戯である。

 18才の精神薄弱の男は父から叱責された腹癒せに自宅

に放火，全焼せしめた。

 覚醒剤中毒の1例，24才の男は通院治療中，通院費を

パチンコに消費したことを兄から注意されたので自宅に

放火した。他の1例25才の女は家人に金銭を強要する手

段として，自宅に放火しようとしているところを見つけ

られた。

’拘禁反応を起した26才の女は，実父母が行衛不明とな

り，かつ養父母が死亡後，叔父のところで世話になった

が，叔父の仕打ちを怨んで其の家に放火した。

 精神病質の1例40才の女は，15才頃自宅放火未遂があ

ったが，夜半某病院に往診を：求めたのに応じなかったこ

とに立腹して，その病院に放火した。飽の1例47才の女

は夫婦喧嘩の末，その腹癒せに自宅に放火した。

 吉益4）は放火の動機につき諸外国の報告例と併せて，

（1｝利慾，②困窮，團熱情，｛4煽情欲，悪戯，模倣，｛5）性

欲，（6）迷信，｛7楽想，幻覚に分類している。われわれの

例では，精神分裂病のうち第1と第3の症例のみが，直

接動機が妄想，幻覚に発しており，其の他の精神分裂病

患老では妄想，幻覚はあるが，放火の直接動機はそれら

を背景とする熱情或は激情である。真性てんかんの1例

は性情変化を生じていて，嫌がらせの悪戯である。其の

他の精神薄弱，覚醒剤中毒の1例，拘禁反応，精神病質

人では凡べて腹癒せ的な激情である。覚醒剤中毒の他の

1例は金銭強要の威嚇手段として放火を試みているのが

注目されるが，広い意味で激情に入れられよう。従って

吉益の分類の利慾，困窮，性欲，迷信に由来するものは

見出されなかった。中田ら5）は放火犯の本質は，それが

激情又は熱情に基づく広義の機会犯人であるところにあ

るとし，種々の点で女子の放火犯がより顕著にその本質

を示している，と報告している。われわれの報告例の女

子放火の7例のうち6例が，そのうち精神分裂病の2例

は妄想，幻覚をもちながらもそれが直接的ではなく，熱

情もしくは激情によることは中田らの所見に一一・L致すると

ころである。

 4．発病から措置入院までの期闇及びそれまでに受け

  た処置

 第4，5表に示す通りである。前にも述べた如く，精神

障害があると認められただけでは措置入院の処置は取ら

れないし，かつ予算の枠にも制限されるので，この2表

に示される数値には種々の身近が加えられなければなら

ないQ

 第一に精神薄弱の発病時期と措置入院までの期間の算

定規準は明確でない。ここでは両親或は其の他親縁の老

がそれとはっきり感じ始めた凡その時期を発病時と見

て，それから算えておくことにした。6例のうち1年未

満はなく，1～2年が僅か1人で，他は3～10年の間に

あり，長いのは20年以上のものもあるといった工合であ

る’。その間4人（2／3）は放任されていて，社会的事故を

生じて始めて入院されるという始末である。これは措置

入院を必要とするまでには或る年令に達しなければ社会

的影響を示さない二とによるが，更に又精神薄弱をもつ

両親ほど，子に対する独特の愛情をもち，親が生きてい

る限り，余程のことがない限り入院其の他で手放すこと
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第4表 発病から措置入院までの期間
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2
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1
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1
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をしない傾向が参つていることも見過されず，難しい問

題を孕んでいる。このことは脳膜炎後の精神障害，及び

或る程度真性てんかん，要するに小児期発病の疾患につ

いての入院迄の期間遅延にも当てはまることが見られ

る。もつとも真性てんかんは性情変化を生じるまでに

は，発病後数年以上を経過するものが多い事情も含まれ

ている。

 次にこれと対称的なのは老年性痴呆と進行麻痺とで，

比較的早く入院している。もとより疾病の性質によるで

あろうが，精神薄弱の場合と比較して，やはり人情を反

映しているところがあると思う。

 精神分裂病，躁病及び精神病質の入院までの期間はか

なり幅広く分散している。これは非措置入院患老との比

較をまつて考察されなければならない。

覚醒剤中毒の措置入院までの期間は2～6年の聞に集

中されているのに対し，非措置患老では1年未満が2／5

もあるとはいえ，10年の長きに至るまで，減少の傾向を

辿りつつも分散しているのは注目される。覚醒剤中毒の

措置入院は精神衛生法の適用を待たなければならなかっ

たこと，非措置入院患老では家庭の保護，監督力があつ

たことで両者に現われた大体の傾向は理解されるが，非

措置患者の入院までの期間が10年間にも亙つている点に

ついては，この患老に対する家庭の保護，監督力にも限

界があること，2回，3回の入院が措置の約50％に較べ

れば少ないながら約27％（15／55）もあつて，やはり素質

的役割の大きいことを示すものであろう。

 5・ 措置入院患者の在院期間

 これについては第6表に示す通りで，措置入院憲者の
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第5表 発病から措置入院までに受けた処置
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35
4

15 1 36
4
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4
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約半数が半年未満で退院してVることは，最近のわが国

における精神病院の趨勢と一致するところで，この点に

措置入院患者の特性を見出すことは出来ない。ただ覚醒

剤中毒については，半年未満は非措置患者では殆ど全部

（54／55）であるのに対し，措置患者では19年中の13入で，

軽度の差が認められる。其の他男女差においても特別の

知見はない。

 6． 措置入院患者の確認経過

 わが国における措置入院患老の確認経過に関する報告

は，その社会的重要性にも拘わらず殆ど見当らない。そ

れは退院後の患者の動静を調査し続ける何らかの法的制

度のない限りは非常に困難であり，このような制度その

ものの制定にも各種の短所，幣害を伴い勝ちであるだけ

に一層困難である。従って理解ある家族の協力がある場

合にのみ，ある程度調べ得るまでである。われわれは措

置入院患者126人，及び非措置覚醒剤中毒の55人に具体

的現況を知る項目を印刷したアンケートを家族，本人の

両老に発し，その回答を求め，その結果を整理した（第

7表）。

 措置入院126のうち，返送されたもの2例は住所移動

のためと思われるが，これと無返信の33例と併せて35例

となるから，不明例が約1／4に達することになる。返信

のない33例は家族又は息者の協力が得られなかったもの

で，恐らくその大多数はあまり思わしくない現状であろ

うと想像されるが，差当って不明として保留するよりな

い。この不明例を病群毎に見るとき，返送されたのは措

置覚醒剤申毒の2例，非措置覚醒剤中毒の12例のみであ

るので，覚醒剤中毒者の住所移動の多いことを物語って
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第6表本院における：在院其月間
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非措置覚醒剤中毒
「コ

。

51
3 1

51
   55
4

いる。無返信例を含めての不明例は覚醒剤中毒の措置で

は9／1gで約半数，非措置では39／55で約2／3を越え，精

神分裂病の不明例（約1／4）を遥かに越えるものである

ことが注目される。返信があったものの中で，浮浪，家

出とはつきり判明している2例も覚醒剤中毒と精神病質

人との各1例であった。

 措置入院憲者の確認経過による完全寛解は11例で全体

の約1／、Qにしか該当しない。それも6例は躁うつ病で

ある。覚醒剤中毒者の完全寛解は措置で，約1／5，非措

置で約1／4であるが，これについては後述したい。精神

分裂病の措置患者に完全寛解社会的寛解も見られず，

家庭保護と在院中と併せて70％に達し，覚醒剤中毒を除

く其の他の土類でもほぼ近似することは，これらの疾患

の性質上当然予想されるところである。覚醒剤中毒の在

院，死亡例については後に老察して見たい。

 要するに措置入院患者では不明群約1／3弱，完全寛解

群約1／10，家庭保護或は在院が約ユ／2，死亡者1／6で，

社会的寛解は甚だ少数であることである。

 7・ 覚醒剤中毒者に関する一考察

 わが国における覚醒剤中…毒は昭和28，29年を頂点と

し，あれほどの社会的流行を見，一時は青少年犯罪の温

床の如く見られていた現象も，前記の如く精神衛生法の

適用によって急速な終憶を見た。それらの総括的な資料

及び精神医学的知見は立津：，後藤，藤原等1）によって一

書にまとめられた。しかしそれら中毒老の退院後の確認

経過については，恐らく心ある人々の関心となっている

にも拘わらず，殆ど不明のままである。この事の困難さ

は先に触れた通りである。われわれは前項に述べた中か
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第7表確  認  経  過
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ら措置，非措置を問わず，覚醒剤中毒者の確認経過を，

も少し具体的に詳細にしたいと思う。その最小限の準備

として，従来の報告と多少重複するが，われわれの調査

の細目の二，三を述べておきたい。

 （1）覚醒剤中毒者の職業，既往（生活史の若干を含

む），乱用の切つ掛け及び合併症。

 第8表の如く各項毎に措置19例，非措置55例に分け

て，職業と其の他の項目との関連を見た。職業別では同

一患老が重複することなく，それぞれの欄に置かれるが，

既往，乱用の切つ掛け，合併症の諸欄では同一患者が重

複記入されるものが多いからである。職業別では無職者

が多く，非措置群で約1／3，措置群で約2／3に当る。こ

れら無職者合計30例中7例は前科或は感化院収容の前歴

を持ち，就職例中の前科例は3例（44例中）に過ぎぬこ

とと比較するとき，無職者は既に反社会的な性格の一一ge

に属するものが多いことを物語るであろう。無職例はま

た愚連隊其の他不良仲間の一群を形成している者が多い

ことは30例中の10例がそれであることにも現われてい

る。覚醒剤中毒の集団発生は周知であるが，その集団と

してはいわゆる不良仲間の集団が最多である。そしてこ

の不良仲間の成員としては無職者を第一とし，それに高

校生が次ぎ，其の他の職業に散発的に認められる。職域

としてわれわれの調査例で顕著であったのは石工であ

る。それは大谷石の石切り場の石工であって，一時は全

石工が中毒に罹り，かつ奨励すらあったと伝えられた

が，われわれの診療例の既往を見る時，石工5例中前科或

は感化院収容例2，乱酒2，遊興癖3といった工合で，

職業域としても特殊労働集団の印象を受ける。これら集
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第8表覚醒剤中毒者の職業別による既往，乱用の切つ掛け及び合併症

職  業
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非
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措
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   注：ゴヂヅクは措置

団形成者の性格は更めて性格学的検討を要するものであ

ろう。

 還伝体質的に見るとき，無力者（Astheniker， K．

Schneider）2）及び精神疾患の遺伝的負因の濃厚なものを

含めるとき，74例中10例を認めたことも注目を要するで

あろう。

 つまり職業，既往の観点から見る時，覚醒剤中毒は無

職者で反社会的性格をもつ老，不良耳聞の集団を形成し

易い人間，及び或る特殊労働的職域に発生し易く，其の

他無力者にも多いことが認められる。

 乱用の二つ掛けは，患者の簡単な言に従えば，第8表

のような細目になる。このうち，好奇心，勧誘，夜遊び

のためというのは互に共通するところが多く，分離出来

ないであろう。強要は不良仲間からの，いわば仲間同志

の強要であるから，勧誘との差は僅かである。これらの

動機に共通するところは，第一に非道義的目的のために

作業力を高めようとする強い欲求であるが，それは覚醒

剤乱用が嗜癖（Sucht） とされる所以でもある。これを

裏返えせぱ，そうしなければ生の満足が獲得出来ないと

いう何らかの弱さ，欠陥をもっことである。第二にこれ

らの関心の多くが集団的に生じ，その動機は勧誘強要

とさえ言われている点である。つまり集団のはやり，し

きたりに従わないでは，自分の存在感情，体面などが維

持出来ない，語の本来の意味で自己表示乃至誇示慾的性

格6）があることである。彼等の仲間では注射療痕が文身

のような誇示的価値をもつたことすらある。この或る種

の弱さと表示慾との様々なニュアンスがこれら患老に見

られることになる。このようにして薬物を用いて非道義

的関心，内心の空虚，表示慾などの満足をはかるもの

が，乱用の動機の大多数である。：これに属しない勉学，
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夜業，夜警，治療など，多少とも真面目な動機のものは

僅少である。勉学というのは無論学生だけに限られる

が，学生の中でも矢張り好奇心，夜遊び，勧誘による者

の方が多数で，勉学と共存している。夜警は農村青年の

2例と，無職に1例あるが，この無職者の1例はキャバ

レー一一の臨時夜番であった。夜業は店員と建具職に各1例

ずつである。治療目的の1例は自分の無気力，無力を回

復させたいと願った自衛隊員であった。従ってこれら真

面目な例は，むしろ例外であろう。夫婦の一組は覚醒剤

密売老であった。この主婦は店に集まる若い老に勧めら

れたということで，特に性行為に関係づけられてはいな

かった。外国文献7）では覚醒剤の性欲に与える影響に関

しては，コカインとの類似の多いことを指摘しているも

のがあるが，本例では特別な知見は認められなかった。

 合併症では同じく第8表に見る通りであるが，ヘロイ

ン中毒が1例ある外は特別な老慮を要しないと思う。

 （ii） 覚醒剤中毒者の症状と非行の種類

 長期乱用者の症状或は非行については殆ど報告し尽さ

れているので，ここではelementarな各症状を列挙し

て，それに該当数を記入して概観を示すにとどめ（第9

表），精神病理学的に興味ある症状の二，三にだけ触れて

おきたい。葬行としては粗暴行為が非常に多数に上るの

であるが，其の他の精神障害老では殆ど認められなかっ

た金銭強要或は持出しや詐欺の類が多いことが目立つQ

恐らく既述の如き覚醒剤中毒者の病前性格に通うもので

あろう。

 強度の神経衰弱症状群を示すものが最も多く，それに

次いで妄想，幻覚を伴うものが多く，緊張症状，破瓜下

様症状其の他を示すものがやS少数あることは諸家の報

告と同様である。ただしわれわれの症例では意志干渉

（Willensbeeinflussung）の意味における自我障害は1例

も見出さなかった。一人の石工は「自分が悪いのではな

く，辺りからさせられて，こんなふうになった。身の置

き処がない」と述べて，この時言はGemachterlebnis

に非常にまぎらわしいが，よく訂して聞くと「挑発され

た。仕向けられた」意味であったので，やはり不安，恐

怖の感情態における迫害妄想までのものと解された。幻

触或は体感異常にいれられると思うのは，虫が這う，大

きな蟹が来て恐ろしいと訴えたもの，更に「腹の中に虫

が這入る」と言って1剃刀で腹をほじくって自傷した例

（22才の建具職）などのMikrohalluzinationであっ

た。同じく自傷の1例は，「神経が通っているかどうか

ためす」といって足に油を塗って火をつけた。自殺企図

の1例は「人にねらわれている。聞き耳を立てられてい

る。こんなことで世の中が嫌になって死にたくなる」と

訴えた。

 入院経過の長いものの中に精神分裂病様の荒廃に類似

することのあることが一時大きく取り上げられたことが

第9表 覚醒剤中毒者の症状（患暗黙74）

神
経
婁
弱
症
状
群

妄

想

幻

覚

緊
張
症
状
其
の

他

非

行

其
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立腹性感情不安定
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顛   え

不安，恐怖
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迫害（追跡，被害，被毒）妄想

関係妄想
嫉妬妄想
誇大妄想
罪責妄想

幻   視

幻   尾

翼   臭

幻   味

謎謎或は体感異常

昏   迷

錯   乱

二物空笑
困   惑

i当意即答

俳   徊

粗暴行為
金品強要，持出

詐欺，横領，虚言

窃   盗

家宅侵入
妨害行為
放   火

自殺企図
自   傷

他   傷

痛覚嗜癖
痙   攣

24

21

13

12

2

1

8

3

34

7

6

1

1

3

17

0

1

3

2

2

6

1

1

7

32

17

5

1

3

3

4

1

3

4

1

1’

73

玉1

49

24

19

73

あったが，この事は次の確認経過で触れてみたい。

 （iii） 覚醒剤中毒者の確認経過

“p

 第7表において覚醒剤中毒74例中48例すなわち約2／3

は返送或は無返信の不明であることを述べた。しかし15

例，すなわち約1／5に完全寛解を確認した。他は在院中

4，入院中の死亡2で，これは確認経過でなく，予後乃

至転帰に入れるべきであるが，上述の如く長期入院者に

対する関心の一上からまずこれを簡単に考察しておきた

い。

 在院中の第1例は前にも触れた人十時24才の石工で，

自宅に放火した例で3年半に及んでいる。遺伝的負因な
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く，高等小学校卒業後直ちに石工になった。家人の言に

よれば18才時失恋して以来飲酒に耽る傾向が生じ，19才

で結婚したが半年で離縁した。22才頃より覚醒剤を用い

始め，一時止めたが，その後独語，空笑があったという。

既述の如き切つ掛けで自宅に放火したため31年10月23日

措置入院となったが，34年9月1日病院を脱出して帰宅

した。帰宅後も耳にチェーインガムを填めていることが

多いが，石を切る音を聞えなくするためであるという。

Akoasmenというよりも，実際に石を切る音を聞くこ

とは何か本人の劣等感を突き刺す如くである。父の言に

よれば山に行っても働くのでもなく邪魔になるだけだと

いう。弟の働いている山に行って小石を投げたり，殺す

とおどしたりする。脱走後干3ヵ齢して11月4日病院に

連れ戻されて現在に至る。入院中は他の患者の世話等を

やくこともあるが，何か書き物などしていて「中国に行

きたい，これを書くと中国に行ける。そうしたら爆弾を

もつて来て宮城前で爆発させるんだ。自分が死んだら名

前が新聞に出るからよい」などと，曽って自分の名を不

朽にせんがためアルテミスの神殿を焼き払ったと伝えら

れるヘロストラトスのような空想に耽る。ヒステリー人

格と言うべきであろう。

 第2例は入院時25才の鉄道員。農家に生れ・兄は精神

疾患で死亡している。20才頃から夜遊びのため覚醒剤嗜

癖となる。24才頃中止してから精神異常を生じ始め，錯

乱的な粗暴行為が見られ，昭和31年8月9H措置入院

し，電撃療法で精神症状がおさまって10月1目寛解仮退

院したが，間もなく空笑，独語，粗暴行為が始まって翌

32年1月15日以来古河市某精神病院に現在に至るまで入

院中である。現症を詳細にし得ないが，精神病的遺伝負

因が明らかな例である。

 第3例は入院時（昭．31．8．）25才の女性，妹にヒス

テリーがある。奔放性で，22才頃断髪し，その半年後か

ら覚醒剤注射を始めた。やがて24才頃より粗暴行為が目

立ち，殆ど錯乱様の情態で家具の破壊，兄の洋服を鋏で

切る，自分の衣類を小川に流す，時に放火未遂などがあ

って昭和31年8月3日目25才）措置入院し，其の後3年

9カ月そのまま現在に至っている。今なお時々同室の患

者と取つ組合いの喧嘩をして顔に傷が絶えない状況であ

る。Hyperphrenieの情態にある。

 第4例は入院時23才の女。15才家出し，其の間に水商

売を強要されたり，16才頃から覚醒剤注射を始めたらし

い。19才時居所判明して連れ戻された時は，裸足で気狂

い同様で，得体の知れない男と一緒だつたという。当時

感情不安定で迫害妄想的反応を示したという。川治によ

り漸次快方に向い，飲食店に勤めたが間もなく男と同忙

し，再び覚醒剤注射を始め，2～3年後に帰宅したとき

はHyperphrenieの構態で，空笑，俳聖し，昭和34年

2月4日入院する。約1年半経過するも，振舞に落着き

なく，「自分は高橋（本人の姓）ではない，青空の八百

屋の娘でちよ」と言ったりなど，一本心棒が抜けたよう

な惜態（Entkernung）8）である。

 覚醒剤中毒患者は殆ど半年未満で一一一■応は寛解退院し，

在院半年以上1年未満すら甚だ少数であるのに対し，1

年以上約4年に及ぶ4例（4／74）のうち2例は女性であ

り・これは覚醒剤中毒女性の2／5に該当する。女性で覚

醒剤を用うるところに既に特殊性格があることも予想さ

れるが，かSる薬物に対する脳髄の脆弱さが，男性に比

して高度であろうことも争えられる。というのは脳：炎後

の精神障害としてHyperphrenieは幼年時罹患者に多

く，成人躍患では乏しく，それも殆ど女性に限られてい

るという報告と相通ずるところがあるからである9）。

 次に死亡の2倒について見るならば，その1例23才の

石工は前に少し触れた自分の足に油を塗って火をつけた

患者である。前科3犯あり，18才頃から覚醒剤注射を始

め，第1回は昭和29年8月6日～12月29日，第2回は翌

30年4月26日に再入院し，約2年後に死亡した。入院時

はakute paranoid－hyperphrenの病像で殆ど錯乱して

いたが，次第に痴呆状となり，尿尿失禁し，摂食せず引

倒症で死亡した。他の1例は22才の無職老で入院時矢張

り akute paranoid－hyperphrenの彫像であったが，

結核を併発して死亡した。精神症状の改善は見られなか

った。

 確認経過による完全寛解18例は措置入院で約1／5，非

措置入院で約1／4に該当することは前に述べた。第8表

に示した乱用の四つ掛けの中で，夜業，夜警，治療目的

という真面目な動機からの者6例は悉くこの完全寛解例

に含まれていた。其の他の動機では無職者で2例，学生

では4例（4／20そのうち勉学が動機であったもの3例）

農，蹄鉄工，鉄道員．店員，日雇，売春婦の各1例であ

った。これらのいわば不真面目な動機から始めた者の完

全寛解12例は，いわば立ち直った入遠で，一時の誘惑に

負けた脱線と認められるべきであろうか。

         要   約

 わが国において精神衛生法による措置入院の処置が講

じられるに至った昭和25年6月以来昭和34年渡まで10年

間に県指定病院のユつに収容した措置入院患者126，及

び覚醒剤中毒による非措置入院患渚55を調査対象として

精神医学的老察を行って次の知見を獲た。

 （1｝措置入院患者総数126（男84，女42）は，その間

における同病院入中院老総数2591（男1570，女1021）の

約5％弱に相当する。

 措置入院患老の精神障害を内因性，器質性，中毒性，

異常の群別に見るとき，それぞれ54． 3％，18．1％16． 6

％，11％の割合になり，内因性の大部分は精神分裂病で，

躁病がこれに次ぎ・少数のうつ病とてんかんがある。中

毒の大部分は覚醒剤中毒で，これに少数のアルコール中
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毒である。

 ｛2）措置入院患者の入院時年令分布を見ると，20～24

才にピークがあって，それ以前は急激な上昇，以後はや

や緩徐な下降を示す。覚醒剤中毒の措置患者と非措置患

老との入院時年令を比較するとき，前者の殆ど全部が20

～29オにあるのに対し，後者の大多数は15～24才にあっ

て，5才若く，家庭其の他の監督或は保護の有無が入院

時期の早晩に影響していることを示した。

 （3）措置入院となった理由の中では粗暴行為が最も多

く，放火或は失火の危険がこれに次ぎ，以下他傷害，脅

迫行為，自傷等の順である。粗暴行為，他傷害，脅迫等

は男性側に偏するに対し，放火或は失火の危険，自傷，

放浪等は女性側に偏し，男女の性格差を窺わせている。

：放火は精神分裂病5（男3，女2），真性てんかん1

（女），精神薄弱1（男），覚醒剤中毒2（男女各1），

拘禁反応1（女），精神病質人2（女）で計12であるが，

内訳は男5，女7であって，男女それぞれの入院患者に

対する比率から見るとき女性の率は非常に高い。これら

の放火の直接動機が妄覚にあるものは男の精神分裂病患

者の2例のみで，他はその行為の背景に精神分裂病的妄

覚，：或は真性てんかんの性情変化などありながら，：放火

の直接動機は激情或は熱情であったことは，中田らの

「放火の本質は種πの点で女子の放火犯に顕著に示され

る」という見解を裏書きするものである。

 （4｝発病から措置入院までの期間を見るとき，幼少期

発病のものほど永年を要し，老年に及ぶほど短期であ

り，精神分裂病，躁病，精神病質などはその中間に幅広

く：分散している。

 ｛5｝措置患者の在院期間は，無論数年の長期に亙るも

のもあるが，その半数が半年未満で退院していて，わが

国における非措置患者入院期間の趨勢と一致している。

 ｛6｝措置入院患者の退院後の確認経過については従来

報告が皆無といっていい。われわれは保護者並びに本人

宛に具体的な項目に記入するアンケートを郵送して調査

した。

 返送された2例，無返信の33例，計35例が不明で・全

体の約1／3弱に該当する。返送は措置覚醒剤中毒者のみ

であるが，この覚醒剤中毒老の確認経過の不明例は約半

数に達し，精神分裂病の不明例約1／4を大きく凌駕す

る。返信があって浮浪，家出などと判明している不明例

は其の上に覚醒剤中毒に2例ある。措置入院患者の退院

後の確認経過による完全寛解は11例で全体の約1／10にし

か該当せず，それも6例が幸うつ病群である。覚醒剤中

毒の完全寛解は措置で約1／5，非措置で約1／4である。

精神分裂病に完全寛解，社会的寛解は皆無で，家庭保護

と在院中と併せて70％に達し，他の病類でもほぼ同様で

ある。死亡は全体の約1／6である。

 ｛7〕最：後に措置，非措置を含めて覚醒剤中毒者74例の

予後並びに確認経過に関して二，三の老察を行った。ま

ず中毒老の職業，既往，生活史の調査結果で，覚醒剤中

毒は無職者で犯罪其の他反社会的性格をもつ老，愚連隊

其の他不良仲間の集団を形成し易い性格，特殊労働職域

等の集団に発生し易く，其の他には無力性体質老に多い

ことを確認した。

 乱用の動機を見ると好奇心，勧誘，夜遊びなど，いわ

ゆる不真面目なものが圧倒的大多数で，夜警，夜業，治

療という真面目なものは極く少数（74例中6例）であっ

た。乙の不真面目な動機の根抵に生の無力感を非道義的

行為の作業能力増進によって填めようとする欲求と共

に，その集団仲間に対する表示乃至誇示慾が様々のニェ

アンスを以って混在していることが想定された。

 覚醒剤中毒者の症状は，従来多く報告されているの

で，興味ある精神病理学的知見を一，二紹介するにとど

めた。すなわち，われわれの症例では意志干渉の意味で

の作為体験とまぎらわしいがそれに属しない1例と，其

の他の中毒或は障害で見出されることの少ないMikro－

halluzination とそれに伴う自傷例を紹介した。

 覚醒剤中毒者は殆ど全部が半年未満で一臨は寛解退院

するが，その退院数年後の確認経過による完全寛解例は

措置患者で約1／5，非措置患者で約1んに当ることを述

べたが，前述の真面目な動機の者6例は悉くこの完全寛

解例に含まれた。

 覚醒剤中毒患者で，在院1年半以上約4年に及んで現

在なお在院中の者は4例（ヲ74）に過ぎず，死亡例は2例

である。

 長期在院中の4例（男女各2）をやや詳細に検討し

た。1例は精神疾患の車載が濃厚である老，他の3例の

うち1人はヒステリー性人格が発病以前に増して顕著に

なっているもの，2例の女性は脳炎後短命に見られるこ

との多いHyperphren｛eが持続し，いわゆるEntker－

nungを示すものがあった。数少ない女性覚醒剤中毒患

者の2／sに当ることを思うとき，この薬物に対する女性

脳髄の脆弱性が想定されるように思われた。

 死亡の2例は共に男性であるが，共にakute Parano－

id－HyPerPhrenieの病像で，1例は結核を併発したが，

共に消粍症で死亡したものである。

下形に当り，終始懇切な御指導と御校閲を賜った東京

女子医科大学精神科千谷七郎教授に深く感謝致します。

         文   献

 1） 立逮政順，後藤彰夫，藤原豪：覚醒剤中毒，医

   学書院，東京（昭31）

 2） Schneider， K．： Klinische Psychopathologie．

   4．Aufl． Stuttgart， 1955．

 3） 内村裕之：精神医学教科書，上巻，南山堂書店，

   東京 （巨召23）

一2875一



224

4）

5）

6）’

7）

吉益脩夫：犯罪心理学，東洋書館，東京（昭23）

中田修，山上竜太郎：精神経誌60633（1958）

Klages， L．： Die Grundlagen der Charakter－

kunde， 11Aufi． Bonn． （1951）

Staehlin， J．E．， Mayer．Gross， n． a．： Psych一

8）

9）

iatrie der Gegenwart Bd． IL．Berlin，（1960）

Staehiin， J．E．； Z ges Neurol u． Psychi・

atrie 173．598 （1941）

                       へ
Bostroem，．A．：Mifnchen M6d Wschr 741615

et 1668 （1927）

一2876 一


